
 

健康福祉局事故対策委員会設置要綱 

 

 平成１１年８月２５日  

 １１川健庶第８１２号  

 

 （目的） 

第１条 健康福祉局の業務上発生した事故処理の適正化を図るとともに、今後

の事故防止対策に資するため、健康福祉局事故対策委員会（以下「委員会」

という。）を設置する。 

 （所掌事務） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議する。 

(1) 事故防止対策の推進に関すること。 

(2) 事故にともなう紛争に関すること。 

(3) 事故にともなう損害賠償に関すること。 

(4) 事故にともなう求償に関すること。 

(5) その他必要な事項に関すること。 

 （組織等） 

第３条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。 

２ 委員長は、健康福祉局長をもって充て、会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 副委員長は、総務部長をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故ある

ときは、その職務を代理する。 

４ 委員は、生活保護・自立支援室長、地域包括ケア推進室長、長寿社会部長、

障害保健福祉部長、保健医療政策部長、保健医療政策部担当部長〔保健所

長〕、医療保険部長及び総務部庶務課長をもって充てる。 

 （会議） 



 

第４条 委員会は、委員長が必要と判断した場合に召集し、委員長は、その議

長となる。 

２ 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

 （関係者の出席） 

第５条 委員会は、調査審議事項について必要と認めるときは関係者の出席を

求め、説明又は意見を聴くことができる。 

 （庶務） 

第６条 委員会の庶務は、総務部庶務課において処理する。 

 （委任）  

第７条 この要綱に定めるもののほか、委員会において必要な事項は委員長が

委員会に諮って定める。 

   附 則（平成１１年９月１１日。１１川健庶第８１２号。局長専決） 

 この要綱は、平成１１年９月１日から施行する。 

   附 則（平成１８年４月１日。１８川健庶第７７２号。局長専決） 

 この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２０年４月１日。２０川健庶第７４号。部長専決） 

 この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２１年３月３０日。２０川健庶第２１７４号。部長専決） 

 この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２８年４月１日。２８川健庶第２３５３号。部長専決） 

 この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（平成２９年３月２９日。２９川健庶第１９１０号。部長専決） 

 この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則（令和７年４月１日。７川健庶第５２号。部長専決） 

 この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 



 

附 則（令和８年３月２５日。７川健庶第１６８９号。部長専決） 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 


